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農林水産省における知的財産の検討

○食料・農業・農村政策推進本部（本部長：内閣総理大臣）において、「21世紀新農政
2006」を決定（4月4日）。

○「21世紀新農政2006」の中で、『知的財産権の保護･活用を通じた国際競争力強化

のため我が国の優れた農林水産物･食品を知的財産と捉え、その権利化と積極的な
保護･活用を推進することで、我が国農林水産品の国際競争力を強化する。』として
いる。

○また、農林水産省知的財産戦略本部（三浦副大臣本部長）を設置し、具体的な検討
を実施。

「21世紀新農政2006のポイント」より抜粋
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特許権（特許法）

商品表示、形態等
（不正競争防止法、
景品表示法他）

育種者権（種苗法）

商標権（商標法）

食肉公正競争規約により、和牛の表示を設定

和牛では商標権を取得しているのは、前沢牛、米沢牛等
「地名」＋「商品名」からなる地域ブランドの取得を推進

種苗のような国際的なルールは存在しない

和牛に特徴的な遺伝子に関する研究を加速させ、
特許等を含めた戦略的な活用へ

畜産に関係する知的財産権の種類

和牛の場合
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～知的財産をめぐる種苗と和牛（精液）の違い～
植物（種苗） 和牛

次の場合に品種登録を受けることができる。
① 新しい品種と他の品種との区別が、特性の
全部又は一部によって明確になされること。

② 同一の繁殖の段階に属する植物体のすべ
てが特性の全部において十分に類似している
こと。

③ 繰り返し繁殖させた後においても特性の全
部が変化しないこと 。

→ 品種としての特性が固定。
→ 市場に流通している収穫物からの

増殖が極めて容易。

和牛の場合、主な遺伝資源の流通形態は、
精液によるもの。

精液は、半数体（ｎ）であり、卵子と接合して
初めて遺伝子が発現。

→ 精液の段階では形質は未確定。
→ 精液だけでは産子の能力は不明
であり、同じ能力の牛を増殖するこ
とは困難。

「植物新品種保護国際（ＵＰＯＶ）条約」が存在。

→ 種苗の輸出入を含む各種の行為
に対し育成者権の保護のための権
利行使が可能。

国際的にも、家畜の精液そのものに育成者
権を設定し取り扱うことはない。

→ 国際的なルールがない。
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種苗法と同様の制度に限らず、幅広い可能性の検討を行う必要。

種苗法に基づく種苗登録制度により、種苗の育成
者権を保護

和牛（精液を含む）について、育成者権等の知
的財産保護制度はない。

〔
国
内
制
度
〕

４


	知的財産権をめぐる状況について

